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問合先 高山土木事務所 ☎ 33⊖1111
古川土木事務所 ☎ 73⊖2911

所
得
の
基
準
に
よ
る
国
民
健

康
保
険
料
の
軽
減
対
象
が
拡

大
さ
れ
ま
し
た

　

国
民
健
康
保
険
料（
均
等
割
額

と
平
等
割
額
）を
５
割
ま
た
は
２
割

軽
減
す
る
世
帯
が
拡
大
さ
れ
ま
し

た
。

●
５
割
軽
減
の
拡
大

　

世
帯
の
被
保
険
者
数
に
世
帯
主

を
含
め
る
こ
と
と
な
り
、新
た
に

「
単
身
世
帯
」も
対
象
と
な
り

ま
す
。

●
２
割
軽
減
の
拡
大

　

被
保
険
者
１
人
あ
た
り
の
基
準

額
を
35
万
円
か
ら
45
万
円
に
引

き
上
げ
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
料
の
最
高
限

度
額
が
変
わ
り
ま
す

●
医
療
給
付
費
分
51
万
円（
変
更

は
あ
り
ま
せ
ん
）

●
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
14
万
円

　
平
成
25
年
中
の
所
得
が
確
定
し
、平
成
26
年
度
の
保
険
料
が
決
ま
り
ま
し

た
の
で
、７
月
20
日
頃
に
、保
険
料
の
決
定
通
知
書（
本
算
定
分
）を
お
届
け

し
ま
す
。保
険
料
額
や
お
支
払
い
の
方
法
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、今
年
度
は
国
民
健
康
保
険
の
安
定
し
た
運
営
を
図
る
た
め
、保
険

料
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。誰
も
が
安
心
し
て
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、保
険
料
の
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

保
険
料
の
決
定
通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す

（
国
民
健
康
保
険
・
介
護
保
険
）

●傍聴は先着順となります。 ●開催日時や場所が変更する場合がありま
す。また、議題など詳細についても担当課へお問い合わせください

委員会・審議会を公開しています
公開予定の委員会・審議会

開催日 会議名ほか 担当課

7月22日（火） 庁議（幹部会）
8:30～　市役所 4階特別会議室

企画課
☎ 35－3131

24日（木） 農業委員会
15:30～　丹生川支所　防災集会室

農務課
☎ 35－3141

28日（月） 庁議（幹部会）
8:30～　市役所 4階特別会議室

企画課
☎ 35－3131

問合先
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て

　
市
民
課 

☎
35-

３
４
９
５

介
護
保
険
に
つ
い
て

　
高
年
介
護
課 

☎
35-

３
１
７
８

問合先 消防本部予防課  ☎32⊖3027

↓

16
万
円

●
介
護
納
付
金
分
12
万
円

↓

14
万
円

70
〜
74
歳
の
国
民
健
康
保
険

に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
へ

高
齢
受
給
者
証（
紫
色
）を
お

届
け
し
ま
す

　

８
月
１
日
か
ら
使
用
し
て
い
た
だ

く
新
し
い
高
齢
受
給
者
証（
紫
色
）

は
、７
月
末
ま
で
に
、郵
便
局
員
が
直

接
手
渡
し
す
る「
簡
易
書
留
郵
便
」

で
お
届
け
し
ま
す
。長
期
間
留
守
に

さ
れ
る
方
や
、市
役
所
ま
た
は
支
所

の
窓
口
で
の
受
け
取
り
を
希
望
さ
れ

る
方
は
お
早
め
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証（
緑
色
）

の
有
効
期
限
は
９
月
30
日
の
た
め
、９
月

下
旬
に
新
し
い
証
を
お
届
け
し
ま
す
。

　昨年8月に福知山市で発生した福知山市花火
大会火災を踏まえて、市内で開催されるイベントが
「安全で安心して楽しめるイベント」となるよう、市
火災予防条例の一部を改正しました。

①消火器の準備
　祭礼、縁日、花火大会や展示会など、多くの観客が
集まるイベントで、火を取り扱う器具を使用する場合は
消火器の準備を義務付けました。
※近親者によるバーベキューなどは対象外です。

②露店等の開設届出
　祭礼、縁日、花火大会や展示会など、多くの観客が集まるイベ
ントで、火を取り扱う器具を使用して露店や屋台などを開設す
る場合は、イベント開催の3日前までに消防署に届出することを
義務付けしました。

③指定催しの指定
　主催者が認める露店や屋台などの開設数が100店舗以上
で、火災が発生した場合に重大な被害があると認められる場
合、「指定催し」と指定し、火災予防上必要な計画書の提出と
業務を行うことを義務付けました。

安心して楽しめるイベントにするために

市火災予防条例が
改正されます

　川遊びが楽しいこれからのシーズン。川には急な増水など
とても危険な一面もあります。
　次のことに注意して、安全に川を楽しんでください。

●岐阜県川の防災情報
岐阜県内の「雨量」や「水位」をリアルタイムでチェック！
http://www.kasen.pref.gifu.lg.jp/

●ぎふ川と道のアラームメール
地域別の大雨や洪水、通行止めなどの情報があなたの
携帯電話やスマートフォンに自動転送！
http://www.pref.gifu.lg.jp/kendo/michi-kawa-sabo/
doroiji/kawamichi/

主な改正内容川を安全に楽しむために

こんな時は、川に入らず、
入っていればすぐに出ましょう

▼大雨や洪水の注意報・警報が発表されているとき

▼雨が降ってきたとき

▼川の上流の空に雨雲や入道雲が見えるとき

▼雷が鳴りだしたとき

▼水かさが増えてきたとき


